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【参考】

雇 児 発 ０ ９ ３ ０ 第 ７ 号

社 援 発 ０ ９ ３ ０ 第 ４ 号

平 成 ２ ３ 年 ９ 月 ３ ０ 日

都 道 府 県 知 事

指 定 都 市 市 長
各 殿

中 核 市 市 長

児童相談所設置市市長

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長

厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 長

児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令等の施行について

児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令（平成２３年厚生労働省令第１２３号。

以下「改正省令」という。）が本日公布され、平成２３年１０月１日から施行される

こととされた。これにより、児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省令第１１号）、

児童福祉施設最低基準（昭和２３年厚生省令第６３号）、救護施設、更生施設、授産

施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準（昭和４１年厚生省令第１８

号）、婦人保護施設の設備及び運営に関する最低基準（平成１４年厚生労働省令第４

９号）、里親が行う養育に関する最低基準（平成１４年厚生労働省令１１６号）、障

害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準（

平成１８年厚生労働省令第１７２号）、障害者自立支援法に基づく障害者支援施設の

設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７７号）及び児童福祉法に

基づく指定知的障害児施設等の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労

働省令第１７８号）の改正が行われ、それぞれ施行されることとされた。また、併せ

て、児童福祉法施行規則第一条の二十三の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める給

付金（平成２３年厚生労働省告示第３７３号）、児童福祉施設最低基準第十二条の二

の規定に基づき厚生労働大臣が定める給付金（平成２３年厚生労働省告示第３７４号

）、救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基

準第十六条の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める給付金（平成２３年厚生労働省
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告示第３７５号）、婦人保護施設の設備及び運営に関する最低基準第十四条の二の規

定に基づき厚生労働大臣が定める給付金（平成２３年厚生労働省告示第３７６号）、

里親が行う養育に関する最低基準第九条の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める給

付金（平成２３年厚生労働省告示第３７７号）、障害者自立支援法に基づく指定障害

者施設等の人員、設備及び運営に関する基準第三十八条の二の規定に基づき厚生労働

大臣が定める給付金（平成２３年厚生労働省告示第３７８号）、障害者自立支援法に

基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準第三十三条の二の規定に基づき厚

生労働大臣が定める給付金（平成２３年厚生労働省告示第３７９号）及び児童福祉法

に基づく指定知的障害児施設等の人員、設備及び運営に関する基準第三十一条の二の

規定に基づき厚生労働大臣が定める給付金（平成２３年厚生労働省告示第３８０号）

が制定され、それぞれ同日から施行することとされたところである。

改正省令による改正及びその関係告示の趣旨及び内容等については、下記のとおり

であるので、御了知の上、適切な運用をお願いする。

記

第１ 改正の趣旨

平成２３年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法（平成２３年法律

第１０７号。以下「法」という。）により、中学校修了前の子どもが施設入所等子

ども（法第３条第３項第３号に規定する施設入所等子どもをいう。以下同じ。）と

して児童福祉施設等に入所し、又は小規模住居型児童養育事業者若しくは里親（以

下「里親等」という。）に委託されている場合には、当該施設の設置者又は里親等

に対して子ども手当を支給することとされた。

これに伴い、児童福祉法施行規則等の改正及びその関係告示の制定を行うことと

し、児童福祉施設等又は里親等が、厚生労働大臣が定める給付金（子ども手当及び

児童福祉施設又は里親等にあってはこれに準ずる給付金をいう。以下「子ども手当

等」という。）の支給を受けた場合において、その支払を受けた金銭の管理につい

て定めるものである。

ここで、上記の「これに準ずる給付金」とは、「平成２０年度子育て支援対策臨

時特例交付金（安心こども基金）の運営について」（平成２１年３月５日２０文科

初第１２７９号・雇児発第０３０５００５号、文部科学省初等中等教育局長・厚生

労働省雇用均等・児童家庭局長通知）等に基づき、児童福祉施設に入所する父母が

いない子ども等で子ども手当の支給対象とならないものについて行う子ども手当相

当額の特別の支援（以下「特別支援事業」という。）に要する費用（以下「特別支

援事業費」という。）をいう。
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第２ 改正の内容及び留意事項

小規模住居型児童養育事業者及び里親、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体

不自由児施設、重症心身障害児施設、乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療

施設及び児童自立支援施設、障害者支援施設、身体障害者更正援護施設、知的障害

者援護施設及びのぞみの園、救護施設及び更生施設並びに婦人保護施設は、当該施

設の設置者又は里親等が入所中又は委託中の児童（入所者及び利用者を含む。以下

同じ。）に係る子ども手当等の支給を受けたとき（施設長が当該児童に係る特別支

援事業費の支給を受けたときを含む。）は、子ども手当等として支払を受けた金銭

を管理しなければならず、その方法及び留意事項については次に定めるところによ

る。（児童福祉法施行規則第１条の２３の２、児童福祉施設最低基準第１２条の２

、救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基

準第１６条の２、婦人保護施設の設備及び運営に関する最低基準第１４条の２、里

親が行う養育に関する最低基準第９条の２、障害者自立支援法に基づく指定障害者

支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準第３８条の２、障害者自立支援法に

基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準第３３条の２及び児童福祉法に

基づく指定知的障害児施設等の人員、設備及び運営に関する基準第３１条の２）

１ 他の財産との区分

(1) 当該児童に係る当該金銭及びこれに準ずるもの（これらの運用により生じた

収益を含む。以下「児童に係る金銭」という。）をその他の財産と区分しなけ

ればならない。この場合において、児童に係る金銭は、原則として、銀行等に

おいて当該児童名義の預貯金の口座を開設してこれに預け入れ、その後におい

ても、他の現金又は預貯金と区分しなければならない。

(2) (1)の「これに準ずるもの」とは、当該児童が入所していた他の施設又は委

託されていた他の里親等から引き続いて入所し、又は委託された場合において

、従前の施設又は里親等における児童に係る金銭として管理を引き継いだ金銭

であって、当該引き続いて入所し、又は委託された後に子ども手当等として支

払を受ける金銭等と一体的に管理することとしたものをいう。

(3) また、児童に係る金銭が預け入れられた口座の通帳の施設等内における保管

方法、金銭出納手続等必要な事項を定めた管理規程を整備しなければならない。

ただし、里親にあっては、この限りでない。なお、通帳等の保管については、

適切と認めるときは、当該児童に行わせることができる。

(4) 民法（明治２９年法律第８９号）第８３０条第１項において、「無償で子に

財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示

したときは、その財産は、父又は母の管理に属しないものとする」とされてい

るところであり、施設の設置者又は里親等は、(1) による預入をするために児

童に係る金銭を当該児童に授与するに当たっては、原則として、同項（同法第
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８６９条において準用する場合を含む。以下同じ。）の規定による意思表示を

行うものとする。この場合においては、施設長（小規模住居型児童養育事業者

にあっては養育者とし、里親にあっては当該里親とする。以下「施設長等」と

いう。）を管理者として指定する。また、当該児童に授与する旨及び施設長等

を管理者として指定する旨を記載した書面を、最初に授与する際に、当該児童

又は親権を行う父母（未成年後見人を含む。以下同じ。）に交付するものとす

る。

(5) (4)による民法第８３０条第１項の意思表示については、施設の設置者又は

小規模住居型児童養育事業者が国又は地方公共団体である場合には、子ども手

当の請求前に、当該児童に授与する旨の意思表示と併せて行うものとする。

(6) 障害者支援施設、身体障害者更正援護施設、知的障害者援護施設及びのぞみ

の園、救護施設及び更生施設並びに婦人保護施設にあっては、子どものみで構

成する世帯で入所している場合において、当該世帯に子ども手当の支給に係る

児童の親権を行う父母が属しているときは、(4)による民法第８３０条第１項

の意思表示を行うことを要しない。

(7) 施設の設置者又は里親等は、当該児童が施設を退所し、又は委託を解除され

る場合においては、(4)により指定した施設長等を引き続き管理者とするか、

又は親権を行う父母若しくは他の適当と認める者に管理者の指定を変更するも

のとする。ただし、当該児童が引き続き施設入所等子どもとして他の施設に入

所し、又は里親等に委託される場合には、当該施設の長又は当該小規模住居型

児童養育事業者の養育者若しくは里親に管理者の指定を変更するものとする。

(8) (7)により管理者を変更する場合には、原則として、児童に係る金銭の額及

び管理者の変更の内容を記載した書面を当該児童又は親権を行う父母に交付す

るものとする。

(9) 国立施設において特別支援事業に準じて支給された金銭とその収益について

も、児童に係る金銭に含めて取り扱うものとする。

２ 使途

(1) 児童に係る金銭を使用する場合には、子ども手当等の支給の趣旨に従って用

いなければならない。

(2) 施設の設置者又は里親等は、措置費で支払うべき費用について、法第２５条

第１項及び第２項の規定による費用の支払の申出を行わないものとする。

３ 帳簿又は記録の整備

児童に係る金銭の収支の状況を明らかにする帳簿又は記録を整備しなければな

らない。

４ 退所後又は委託解除後の取扱い

当該児童が退所し、又は委託を解除された場合には、速やかに、児童に係る金
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銭を当該児童に取得させなければならない。なお、１の(1)による預入をするた

めに児童に係る金銭を当該児童に授与することにより、その時点で当該児童に取

得させることが原則である。

第３ 施行期日

改正省令は、平成２３年１０月１日から施行する。

第４ その他

(1) 指導監査について

改正省令による改正及びその関係告示の制定に伴い、各施設等の指導監査に

おいては、子ども手当等として支払を受けた金銭の管理に係る事項が追加され

ることとなるので、指導監査に係る適切な対応を併せてお願いする。

(2) 特別支援事業における児童の貯蓄金の管理について

「平成２２年度における施設入所児童等への特別支援事業における対象児童

の貯蓄について」（平成２３年１月１４日雇児発０１１４第３号厚生労働省雇

用均等・児童家庭局長通知）の別紙「特別支援事業の貯蓄に係る管理運営指針

」第３条第１項の規定による児童の貯蓄金の管理については、本通知を適用し

て行うものとする。


